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1─　　─

建学の精神・ポリシー

建学の精神と教育の目的

駒沢女子大学大学院は、道元禅師の禅の教えを基盤とした「正念」と「行学一如」を建学の精神とし、「広

い視野を有し人間性ゆたかな現代女性を育成するとともに、それぞれの専攻分野における専門的研究を通じ

高度な専門性を要する職業等に必要な能力を養うこと」（学則第１条）を教育の目的としています。

「正念」というのは道元禅師の只管打坐の教えを教育の根本として示したもので、坐禅によって正しく物

事をみつめ、とらえていくことです。私たちは「私」という心の窓から見える限定的な世界をみつめています。

自分に関心のない事柄については、たとえ目の前にあっても気づかないことがあるように、いわば自分中心

的な心の鏡をもっているといえるのです。坐禅はそのような偏り・こだわりのある心を一旦御破算にして、

正しくものごとを見つめ、そして本当の自己（本来の面目）を再発見していくのです。

道元禅師に「本来の面目」というタイトルの和歌があります。すなわち「春は花　夏ほととぎす　秋は月　

冬雪さえて　すずしかりけり」という歌です。この歌は川端康成がノーベル文学賞受賞の際、ストックホル

ムで行った「美しい日本の私」という講演で引用され、よく知られるようになりました。内容は四季折々の

日本の自然を歌い上げていますが、実はこれは単なる風景描写ではありません。この歌は「本来の面目」つ

まり本当の自己からありのままにみつめた心象風景といえるのであり、そこに大切な意味があることを川端

も示唆しています。

次に「行学一如」というのは、実践すること（行）と学ぶこと（学）とを一体化させていくこと（一如）

です。つまり「正念」によって確立された自己において、大学で学んだ多くの知識や技術を日常の実生活や

社会に活かしていくことです。大学での学びは単に知的欲求を満たすだけのためにあるのではありません。

自己満足的に知識・教養を高めるのではなく、広く社会に反映させていくことが大切なのです。

また日々の実践を通して真の学びがあるともいえます。たとえば文学や哲学で「愛」や「友情」について

深く考察するのも大切な勉強です。しかし一方において愛を抽象的に理解してみても実際には全然参考にな

らなかったり、現実と相反することもあるはずです。かけがえのない人と出逢い、時には共に喜び、時には

悲しみ、苦悶する中で初めて学んだことをより深く受け止めることができるのではないでしょうか。「行学

一如」はそれぞれの学びにさらなる深まりがあることを示しているのです。

また道元禅師は『典座教訓』で禅寺の台所で炊事を司る典
てん

座
ぞ

を取り上げ、炊事にも修行の大切な意味を見

出しています。そして坐禅とともに日々の一つひとつの行いもないがしろにせず、精一杯努め、活かすこと

を強調しています。

このように本学では心を整え、自己を確立していく「正念」と実践的な学びを説く「行学一如」を教育の

根本としています。

人文科学研究科では、「人文科学の領域における深い学識と研究方法を教授し、専門分野における研究能

力を具えた人材及び高度専門職業人にふさわしい能力を具えた人材を養成すること」（学則第 4条）を教育

の目的としています。皆さんも本学の教育の原点にこの建学の精神と教育の目的があることを確認していた

だきたいと思います。
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ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

駒沢女子大学大学院の人文科学研究科ディプロマ・ポリシー  
駒沢女子大学大学院人文科学研究科は、道元禅師の禅すなわち「正念」・「行学一如」を建学の精神とする伝統をふ
まえ、広い視野を有し人間性ゆたかな現代女性を育成するとともに、人文科学の領域における深い学識と研究方法を
教授することで、専門分野における研究能力を具えた人材及び高度専門職業人に相応しい能力を具えた人材を養成す
ることを目的としています（学則第 1条・第 4条の 3の（1））。
その目的を達成するために、人文科学研究科修士課程は、仏教文化専攻、及び臨床心理学専攻を置いています（学
則第 4条の 2）。
人文科学研究科修士課程においては、教育の目的に即して編成された 2年間の課程を学修し、修了に要する所定の
単位を修得したうえで、修士論文を提出し、その審査に合格することを学位授与の要件とします。

3─　　─

建学の精神・ポリシー

仏教文化専攻ディプロマ・ポリシー
仏教文化専攻は、仏教文化に関する専門的知識と研究方法を教授し、仏教文化について社会に発信できる人材を養
成することを目的としています（学則第 4条の 3の（2））。
その目的を達成するために、仏教文化専攻は、以下の資質・能力を養成することを教育目標としています。

1．日本の仏教文化に関する総合的な知識と、高度な問題意識を有する人材の育成
2．仏教文化の専門領域において、創造的研究を進めていくことのできる能力の育成
3．仏教文化に関する研究成果を広く社会に発信できる人材の養成

人文科学研究科仏教文化専攻学修到達度確認表

教育目標 学修指針 レベル4（秀） レベル3（優） レベル2（良） レベル1（可）

日本の仏教文化に
関する総合的な知
識と、高度な問題
意識を有する人材
の育成。
DP 1

総合力 仏教文化の学修を通し
て、広く社会・自然・
人間について多角的な
知見を有し、論点を整
理しながら、解決へ向
けて確実に探求し続け
ることができる。

仏教文化の学修を通し
て、広く社会・自然・
人間について、多くの
情報を適切に取捨選択
しながら整理し、問題
意識を深めていくこと
ができる。

仏教文化の学修を通し
て、広く社会・自然・
人間について、複数の
資料に目を通し、問題
点を整理することがで
きる。

仏教文化の学修を通し
て、広く社会・自然・
人間について、関心を
持つことができる。

判断力 研究者として崇高な倫
理観のもと新たな知の
創造や社会に有用な取
り組みとは何かを判断
し、積極的に品位の向
上を目指すことができ
る。

研究者として崇高な倫
理観のもと新たな知の
創造や社会に有用な取
り組みとは何かを判断
することができる。

研究者としての基本的
な倫理を遵守すること
ができ、それに反する
事例の問題点を確認す
ることができる。

研究者としての基本的
な倫理とは何かを確認
し、遵守することがで
きる。

仏教文化の専門領
域において、創造
的研究を進めてい
くことのできる能
力の育成。
DP 2

専門力 人文科学の諸領域にお
ける深い学識と専門分
野を探求するための方
法論を有し、創造的成
果を発表し、社会に貢
献することができる。

人文科学の諸領域にお
ける深い学識と専門分
野を探求するための方
法論を有し、創造的成
果を発表することがで
きる。

人文科学の諸領域にお
ける深い学識と専門分
野を探求するための方
法論を有し、創造的成
果をまとめることがで
きる。

人文科学の諸領域にお
ける深い学識と専門分
野を探求するための方
法論を有し、問題点を
整理することができる。

技術力 自らの専門領域におい
て高度な学術的視点か
ら多角的なアプローチ
を試みることができ知
識基盤社会において重
要な役割を担うことが
できる。

自らの専門領域におい
て高度な学術的視点か
ら適切なアプローチを
試みることができ知識
基盤社会において特定
の役割を担うことがで
きる。

自らの専門領域におい
て高度な学術的視点か
ら適切なアプローチを
試みることができ知識
基盤社会において課題
を探すことができる。

自らの専門領域におい
て高度な学術的視点か
ら適切なアプローチを
試みることができる。

仏教文化に関する
研究成果を広く社
会に発信できる人
材の養成。
DP 3

実践力 高度な専門的職業人と
しての地位を確保する
ための能力を有し、そ
の中で自分自身及び組
織を活性化し、グロー
バルな視点から社会に
貢献することができる。

高度な専門的職業人と
しての地位を確保する
ための能力を有し、そ
の中で自分自身及び組
織を活性化することが
できる。

高度な専門的職業人と
しての地位を確保する
ための能力を有し、そ
の中で自分自身を向上
させることができる。

高度な専門的職業人と
しての地位を確保する
ための能力を有してい
る。



2─　　─

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

駒沢女子大学大学院の人文科学研究科ディプロマ・ポリシー  
駒沢女子大学大学院人文科学研究科は、道元禅師の禅すなわち「正念」・「行学一如」を建学の精神とする伝統をふ
まえ、広い視野を有し人間性ゆたかな現代女性を育成するとともに、人文科学の領域における深い学識と研究方法を
教授することで、専門分野における研究能力を具えた人材及び高度専門職業人に相応しい能力を具えた人材を養成す
ることを目的としています（学則第 1条・第 4条の 3の（1））。
その目的を達成するために、人文科学研究科修士課程は、仏教文化専攻、及び臨床心理学専攻を置いています（学
則第 4条の 2）。
人文科学研究科修士課程においては、教育の目的に即して編成された 2年間の課程を学修し、修了に要する所定の
単位を修得したうえで、修士論文を提出し、その審査に合格することを学位授与の要件とします。

3─　　─

建学の精神・ポリシー

仏教文化専攻ディプロマ・ポリシー
仏教文化専攻は、仏教文化に関する専門的知識と研究方法を教授し、仏教文化について社会に発信できる人材を養
成することを目的としています（学則第 4条の 3の（2））。
その目的を達成するために、仏教文化専攻は、以下の資質・能力を養成することを教育目標としています。

1．日本の仏教文化に関する総合的な知識と、高度な問題意識を有する人材の育成
2．仏教文化の専門領域において、創造的研究を進めていくことのできる能力の育成
3．仏教文化に関する研究成果を広く社会に発信できる人材の養成

人文科学研究科仏教文化専攻学修到達度確認表

教育目標 学修指針 レベル4（秀） レベル3（優） レベル2（良） レベル1（可）

日本の仏教文化に
関する総合的な知
識と、高度な問題
意識を有する人材
の育成。
DP 1

総合力 仏教文化の学修を通し
て、広く社会・自然・
人間について多角的な
知見を有し、論点を整
理しながら、解決へ向
けて確実に探求し続け
ることができる。

仏教文化の学修を通し
て、広く社会・自然・
人間について、多くの
情報を適切に取捨選択
しながら整理し、問題
意識を深めていくこと
ができる。

仏教文化の学修を通し
て、広く社会・自然・
人間について、複数の
資料に目を通し、問題
点を整理することがで
きる。

仏教文化の学修を通し
て、広く社会・自然・
人間について、関心を
持つことができる。

判断力 研究者として崇高な倫
理観のもと新たな知の
創造や社会に有用な取
り組みとは何かを判断
し、積極的に品位の向
上を目指すことができ
る。

研究者として崇高な倫
理観のもと新たな知の
創造や社会に有用な取
り組みとは何かを判断
することができる。

研究者としての基本的
な倫理を遵守すること
ができ、それに反する
事例の問題点を確認す
ることができる。

研究者としての基本的
な倫理とは何かを確認
し、遵守することがで
きる。

仏教文化の専門領
域において、創造
的研究を進めてい
くことのできる能
力の育成。
DP 2

専門力 人文科学の諸領域にお
ける深い学識と専門分
野を探求するための方
法論を有し、創造的成
果を発表し、社会に貢
献することができる。

人文科学の諸領域にお
ける深い学識と専門分
野を探求するための方
法論を有し、創造的成
果を発表することがで
きる。

人文科学の諸領域にお
ける深い学識と専門分
野を探求するための方
法論を有し、創造的成
果をまとめることがで
きる。

人文科学の諸領域にお
ける深い学識と専門分
野を探求するための方
法論を有し、問題点を
整理することができる。

技術力 自らの専門領域におい
て高度な学術的視点か
ら多角的なアプローチ
を試みることができ知
識基盤社会において重
要な役割を担うことが
できる。

自らの専門領域におい
て高度な学術的視点か
ら適切なアプローチを
試みることができ知識
基盤社会において特定
の役割を担うことがで
きる。

自らの専門領域におい
て高度な学術的視点か
ら適切なアプローチを
試みることができ知識
基盤社会において課題
を探すことができる。

自らの専門領域におい
て高度な学術的視点か
ら適切なアプローチを
試みることができる。

仏教文化に関する
研究成果を広く社
会に発信できる人
材の養成。
DP 3

実践力 高度な専門的職業人と
しての地位を確保する
ための能力を有し、そ
の中で自分自身及び組
織を活性化し、グロー
バルな視点から社会に
貢献することができる。

高度な専門的職業人と
しての地位を確保する
ための能力を有し、そ
の中で自分自身及び組
織を活性化することが
できる。

高度な専門的職業人と
しての地位を確保する
ための能力を有し、そ
の中で自分自身を向上
させることができる。

高度な専門的職業人と
しての地位を確保する
ための能力を有してい
る。



4─　　─

臨床心理学専攻ディプロマ・ポリシー
臨床心理学専攻は、臨床心理学の専門的知識を教授し、心理的問題の解決を支援できる公認心理師・臨床心理士等
の高度専門職業人を養成することを目的としています（学則第 4条の 3の（3））。
その目的を達成するために、臨床心理学専攻は、以下の資質・能力を養成することを教育目標としています。

1．心理学に関する総合的知識、及び高度な問題意識を有する人材の育成
2．心理に関する支援を要する者に対して、観察、分析を行い、相談に応じ、助言、指導その他の援助ができる
実践力、及び技術力の養成

3．心理学の領域を活かし、研究、及び社会で活躍できるための専門力の養成

人文科学研究科臨床心理学専攻学修到達度確認表

教育目標 学修指針 レベル4（秀） レベル3（優） レベル2（良） レベル1（可）

心理学に関する総
合的知識、及び高
度な問題意識を有
する人材の育成。
DP 1

総合力 心理学の学修を通して、
広く人間・社会・自然
について多角的な知見
を有し、論点を整理し
ながら、解決へ向けて
確実に探求し続けるこ
とができる。

心理学の学修を通して、
広く人間・社会・自然
について、多くの情報
を適切に取捨選択しな
がら整理し、問題意識
を深めていくことがで
きる。

心理学の学修を通して、
広く人間・社会・自然
について、複数の資料
に目を通し、問題点を
整理することができる。

心理学の学修を通して、
広く人間・社会・自然
について、関心を持つ
ことができる。

判断力 研究者として崇高な倫
理観のもと新たな知の
創造や社会に有用な取
り組みとは何かを判断
し、積極的に品位の向
上を目指すことができ
る。

研究者として崇高な倫
理観のもと新たな知の
創造や社会に有用な取
り組みとは何かを判断
することができる。

研究者としての基本的
な倫理を遵守すること
ができ、それに反する
事例の問題点を確認す
ることができる。

研究者としての基本的
な倫理とは何かを確認
し、遵守することがで
きる。

心理に関する支援
を要する者に対し
て、観察、分析を
行い、相談に応じ、
助言、指導その他
の援助ができる実
践力、及び技術力
の養成。
DP 2

実践力 高度な専門的職業人と
しての地位を確保する
ための能力を有し、そ
の中で臨床心理的支援
を提供しうる実践力を
もって社会に貢献する
ことができる。

高度な専門的職業人と
しての地位を確保する
ための能力を有し、そ
の中で臨床心理的支援
を提供しうる基礎的な
能力を有する。

高度な専門的職業人と
しての地位を確保する
ための能力を有し、そ
の中で自分自身を向上
させることができる。

高度な専門的職業人と
しての地位を確保する
ための能力を有してい
る。

技術力 自らの専門領域におい
て高度な学術的視点か
ら多角的なアプローチ
を試みることができ、
心理的諸問題を内包す
る現代社会において重
要な役割を担うことが
できる。

自らの専門領域におい
て高度な学術的視点か
ら多角的なアプローチ
を試みることができ、
心理的諸問題を内包す
る現代社会において特
定の役割を担うことが
できる。

自らの専門領域におい
て高度な学術的視点か
ら適切なアプローチを
試みることができ、心
理的諸問題を内包する
現代社会において課題
を探すことができる。

自らの専門領域におい
て高度な学術的視点か
ら適切なアプローチを
試みることができる。

心理学の領域を活
かし、研究、及び
社会で活躍できる
ための専門力の養
成。
DP 3

専門力 心理学の領域における
深い学識と専門分野を
探求するための方法論
を有し、創造的成果を
発表し、社会に貢献す
ることができる。

心理学の諸領域におけ
る深い学識と専門分野
を探求するための方法
論を有し、創造的成果
を発表することができ
る。

心理学の諸領域におけ
る深い学識と専門分野
を探求するための方法
論を有し、創造的成果
をまとめることができ
る。

心理学の諸領域におけ
る深い学識と専門分野
を探求するための方法
論を有し、問題点を整
理することができる。

5─　　─

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）
建学の精神・ポリシー

駒沢女子大学大学院 人文科学研究科のカリキュラム・ポリシー
人文科学研究科カリキュラム・ポリシー
駒沢女子大学大学院人文科学研究科修士課程は、学位授与の方針に定めた能力を修得するため、必修科目、選択必
修科目、選択科目に分けたカリキュラム編成を実施し、また修士論文の審査に合格するため、全学的テーラーメイド
教育のもとに行われる論文執筆指導体制を用意しています。

仏教文化専攻カリキュラム・ポリシー
仏教文化専攻は、ディプロマ・ポリシーで掲げた教育目標を達成するために、次のような教育課程を編成、実施し
ています。

1．仏教文化に関する幅広い知識を身に付けるとともに、専門分野についての深い知識を涵養するために、文化
史関連の必修科目、及び選択必修科目を含めた各特殊講義科目を配置しています。

2．仏教文化に関する専門領域を深め、創造的研究を進めていくために、原典講読科目、及び日本文化史、日本
美術史、古典文学の演習科目を置いています。

3．修士論文の指導は、指導教員を中心に、複数の教員が集団で指導できる体制を整えることにより、多角的な
視点からの学修を可能とするとともに、修士としてふさわしい高度な研究能力を涵養します。

臨床心理学専攻カリキュラム・ポリシー
臨床心理学専攻は、ディプロマ・ポリシーで掲げた教育目標を達成するために、次のような教育課程を編成、実施
しています。

1．心理学に関する総合的な専門知識を身に付けるために、人格、認知、社会、家族、精神医学、障害者、教育
等に関わる特講科目を必修選択として置いています。

2．心理に関する支援を要する者に対して、援助ができるようになるための基本能力を涵養するために、臨床心
理学関連の特論科目、及び複数の演習、実習科目を必修科目として配置しています。また、指定された科目
を修得することで、「公認心理師」「臨床心理士」の受験資格を得ることができる体制を整えています。

3．修士論文の指導は、指導教員を中心に、複数の教員が集団で指導できる体制を整えることにより、多角的な
視点からの学修を可能にするとともに、修士としてふさわしい高度な研究能力を涵養します。



4─　　─

臨床心理学専攻ディプロマ・ポリシー
臨床心理学専攻は、臨床心理学の専門的知識を教授し、心理的問題の解決を支援できる公認心理師・臨床心理士等
の高度専門職業人を養成することを目的としています（学則第 4条の 3の（3））。
その目的を達成するために、臨床心理学専攻は、以下の資質・能力を養成することを教育目標としています。

1．心理学に関する総合的知識、及び高度な問題意識を有する人材の育成
2．心理に関する支援を要する者に対して、観察、分析を行い、相談に応じ、助言、指導その他の援助ができる
実践力、及び技術力の養成

3．心理学の領域を活かし、研究、及び社会で活躍できるための専門力の養成

人文科学研究科臨床心理学専攻学修到達度確認表
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カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）
建学の精神・ポリシー

駒沢女子大学大学院 人文科学研究科のカリキュラム・ポリシー
人文科学研究科カリキュラム・ポリシー
駒沢女子大学大学院人文科学研究科修士課程は、学位授与の方針に定めた能力を修得するため、必修科目、選択必
修科目、選択科目に分けたカリキュラム編成を実施し、また修士論文の審査に合格するため、全学的テーラーメイド
教育のもとに行われる論文執筆指導体制を用意しています。

仏教文化専攻カリキュラム・ポリシー
仏教文化専攻は、ディプロマ・ポリシーで掲げた教育目標を達成するために、次のような教育課程を編成、実施し
ています。

1．仏教文化に関する幅広い知識を身に付けるとともに、専門分野についての深い知識を涵養するために、文化
史関連の必修科目、及び選択必修科目を含めた各特殊講義科目を配置しています。

2．仏教文化に関する専門領域を深め、創造的研究を進めていくために、原典講読科目、及び日本文化史、日本
美術史、古典文学の演習科目を置いています。

3．修士論文の指導は、指導教員を中心に、複数の教員が集団で指導できる体制を整えることにより、多角的な
視点からの学修を可能とするとともに、修士としてふさわしい高度な研究能力を涵養します。

臨床心理学専攻カリキュラム・ポリシー
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理学関連の特論科目、及び複数の演習、実習科目を必修科目として配置しています。また、指定された科目
を修得することで、「公認心理師」「臨床心理士」の受験資格を得ることができる体制を整えています。

3．修士論文の指導は、指導教員を中心に、複数の教員が集団で指導できる体制を整えることにより、多角的な
視点からの学修を可能にするとともに、修士としてふさわしい高度な研究能力を涵養します。
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アドミッション・ポリシー（入学者受け入れ方針）

駒沢女子大学大学院のアドミッション・ポリシー
人文科学研究科アドミッション・ポリシー
駒沢女子大学大学院人文科学研究科修士課程は、人文科学の領域における深い学識と研究方法、各専門分野の高度
な専門的知識と実践的技能を身に付けたうえで、それらを社会に活かす意欲のある者を求めています。

仏教文化専攻アドミッション・ポリシー
仏教文化専攻では、以下のような者の入学を認めています。

1．日本の仏教文化に対して興味や関心を持ち、専門的に深く学びたい者
2．主体的に課題を発見し、複数の視点から解決の方法を吟味し、実践しようとする意欲のある者
3．社会の身近な問題に対して、客観的・論理的に分析しようと努力のできる者

臨床心理学専攻アドミッション・ポリシー
臨床心理学専攻では、以下のような者の入学を認めています。

1．人間が持つ心理的な課題に関心があり、心理学を専門的に深く学びたい者
2．他者の心理的問題を理解し、解決しようとする思いやりと謙虚さを持ち合わせている者
3．主体的に課題を発見し、複数の視点から解決の方法を吟味し、実践しようという意欲のある者
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大学院の履修の流れ

1．授業科目履修の手続きについて

（1）科目履修に関するオリエンテーションは年度始めに行います。
（2） 当該年度に履修しようとする授業科目はすべてについて、定められた期間内にKOMAJOポータルに

て、履修登録をしなければなりません。

2．単位制

（1） 授業科目の履修は単位制をとっています。単位制とは、授業科目を履修し、所定の試験またはレポー
トなどによる成績評価の結果、合格することにより、各授業科目で定められている単位を修得してい
く制度です。

（2）単位の計算基準は次に示す表のとおりです。
仏教文化専攻

区　分 授　業　時　間 自　習　時　間 単　位　数

講　義 2時間× 30 週 4 時間× 30 週 4 単位＊

演　習 4時間× 60 週（2年間） 2時間× 60 週（2年間） 8単位

実　習 2時間× 60 週（2年間） 1時間× 60 週（2年間） 4単位

＊授業によっては、半年間 15 週の講義で 2単位という場合もあります。

臨床心理学専攻
区　分 授　業　時　間 自　習　時　間 単　位　数

講　義 2時間× 15 週 4 時間× 15 週 2 単位

演　習 2時間× 15 週 1 時間× 15 週 2 単位

実　習 2時間× 15 週 1 時間× 15 週 1 単位

3．学期制

本学の授業は、前期・後期の 2期に分けて実施されます。
授業科目には、それぞれの科目に必要な学修期間に応じて、前期あるいは後期のみで終了する半期科目と、

前期および後期を通して行われる通年科目、ある一定期間に集中して行う集中講義科目があります。

4．授業科目の分類

（1）修了要件による分類
必 修 科 目 必ず履修しなければならない授業科目
選択必修科目 定められた科目群の中から各自が選んで、履修しなければならない授業科目
選 択 科 目 各自が自由に選んで履修することのできる授業科目
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5．修了所要単位および授業科目一覧表

（1）修了要件
以下の 3つの要件を満たしていることが必要です。
1．修了に必要な単位を修得していること
2．修士論文審査に合格していること
3．所定の学費を完納していること

（2）修了所要単位等一覧表
修了要件を満たすためには定められた期間内に以下の一覧表による単位を修得し、修士論文審査に合

格しなければなりません。
本学において、修業最低年数は 2年間とし、最高 4年間在籍できるものとします。
休学期間は、修業年数に入りません。

修了に必要な修得単位数表
〔2024 年度入学者〕
仏教文化専攻 臨床心理学専攻

区　　　　分 単　位　数 区　　　　分 単　位　数

必 修 科 目 8単位 必 修 科 目 20 単位

選択必修科目 16 単位 選択必修科目 12 単位

選 択 科 目 6単位以上 選 択 科 目 ─　

合　　　　計 30 単位以上 合　　　　計 32 単位以上

修 士 論 文 合　　　格 修 士 論 文 合　　　格

（3）授業科目の学年配当について
本学の授業科目は、それぞれ学年配当によって履修すべき学年が記されていますが、これは学修を最

も効果的に行えるよう配慮されているためです。したがって、原則として指定された学年までにそれら
の授業科目を履修してください。また、下級学年において上級学年の配当科目の履修は認められません。

11─　　─

大学院の履修の流れ

2024年度入学者用

人文科学研究科仏教文化専攻授業科目

日本文化史 講義 ❹ 1

日本文化論 講義 ❹ 1

仏教文化特殊講義 講義 4 1・2

仏教文化演習 演習 ⑧ 1・2

仏典講読 講義 4 1・2

日本文化論特殊講義 講義 4 1・2

日本文化論演習 演習 ⑧ 1・2

古典講読 講義 4 1・2

日本美術史特殊講義 講義 4 1・2

日本美術史演習 演習 ⑧ 1・2

日本文化史演習 演習 ⑧ 1・2

古典文学特殊講義 講義 4 1・2

古典文学演習 演習 ⑧ 1・2

日本文化史特殊講義A 講義 ④ 1・2

日本文化史特殊講義B 講義 ④ 1・2

哲学特殊講義 講義 ④ 1・2

比較文化特殊講義Ⅰ 講義 ② 1・2

比較文化特殊講義Ⅱ 講義 ② 1・2

日本文化実習 実習 4 1・2

※単位：　●数字の科目は必修科目、〇数字の科目は選択必修科目です。

仏
 
教
 
文
 
化
 
専
 
攻
 
授
 
業
 
科
 
目

ABのうち1科目を選択必修

4単位を選択必修

備　　考授業区分 単位

演習5科目のうち、1科目を選
択必修、週2時限履修するこ
と

配当
年次

段階の
科　目

科　　　目
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日本美術史特殊講義 講義 4 1・2

日本美術史演習 演習 ⑧ 1・2

日本文化史演習 演習 ⑧ 1・2

古典文学特殊講義 講義 4 1・2

古典文学演習 演習 ⑧ 1・2

日本文化史特殊講義A 講義 ④ 1・2

日本文化史特殊講義B 講義 ④ 1・2

哲学特殊講義 講義 ④ 1・2

比較文化特殊講義Ⅰ 講義 ② 1・2

比較文化特殊講義Ⅱ 講義 ② 1・2

日本文化実習 実習 4 1・2

※単位：　●数字の科目は必修科目、〇数字の科目は選択必修科目です。

仏
 
教
 
文
 
化
 
専
 
攻
 
授
 
業
 
科
 
目

ABのうち1科目を選択必修

4単位を選択必修

備　　考授業区分 単位

演習5科目のうち、1科目を選
択必修、週2時限履修するこ
と

配当
年次

段階の
科　目

科　　　目
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2024年度入学者用

人文科学研究科臨床心理学専攻授業科目

臨床心理学特論Ⅰ 講義 ❷ 1

臨床心理学特論Ⅱ 講義 ❷ 1

臨床心理面接特論Ⅰ（心理支援に関する理論と実践Ⅰ） 講義 ❷ 1 〇

臨床心理面接特論Ⅱ 講義 ❷ 1

臨床心理査定演習Ⅰ（心理的アセスメントに関する理論と実践） 演習 ❷ 1 〇

臨床心理査定演習Ⅱ 演習 ❷ 1

臨床心理基礎実習Ⅰ 実習 ❶ 1

臨床心理基礎実習Ⅱ 実習 ❶ 1

臨床心理実習ⅠA（心理実践実習Ⅰ） 実習 ① 1 〇  臨床心理基礎実習Ⅰ

臨床心理実習ⅠB（心理実践実習Ⅱ） 実習 ① 2 〇
 臨床心理基礎実習Ⅰ・Ⅱ

 精神医学特講

臨床心理実習ⅠC（心理実践実習Ⅲ） 実習 ① 2 〇
 臨床心理基礎実習Ⅰ・Ⅱ

 精神医学特講

臨床心理実習ⅠD（心理実践実習Ⅳ） 実習 ① 2 〇  臨床心理基礎実習Ⅰ・Ⅱ

臨床心理実習ⅡA 実習 ❶ 1

臨床心理実習ⅡB 実習 ❶ 1

臨床心理実習ⅡC 実習 ❶ 2

臨床心理実習ⅡD 実習 ❶ 2

心理学研究法特講 講義 ② 1

臨床心理学研究法特講 講義 ② 1

人格心理学特講 講義 ② 1･2

認知心理学特講 講義 ② 1

社会心理学特講 講義 ② 1･2

家族心理学特講（家族関係・集団・地域社会における心理支援に
関する理論と実践Ⅰ）

講義 ② 1･2 〇

司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開 講義 ② 1･2 〇

産業・労働分野に関する理論と支援の展開 講義 ② 1･2 〇

精神医学特講（保健医療分野に関する理論と支援の展開） 講義 ② 1 〇

異常心理学特講 講義 ② 1･2

障害者心理学特講（福祉分野に関する理論と支援の展開） 講義 ② 1･2 〇

心理療法特講A 講義 ② 1･2

心理療法特講B 講義 ② 1･2

心理療法特講C（心理支援に関する理論と実践Ⅱ） 講義 ② 1･2 〇

心理療法特講D（心理支援に関する理論と実践Ⅲ） 講義 ② 1･2 〇

学校臨床心理特講（教育分野に関する理論と支援の展開） 講義 ② 1･2 〇

コミュニティ･アプローチ特講（家族関係・集団・地域社会における
心理支援に関する理論と実践Ⅱ）

講義 ② 1･2 〇

心の健康教育に関する理論と実践 講義 ② 1･2 〇

臨床心理学研究実践Ⅰ 演習 ❶ 1

臨床心理学研究実践Ⅱ 演習 ❶ 2

※単位：　●数字の科目は必修科目、〇数字の科目は選択必修科目です。

臨
 
床
 
心
 
理
 
学
 
専
 
攻
 
授
 
業
 
科
 
目

前期2コマ開講

臨床心理実習ⅠD (心理実践
実習Ⅳ)を含む2科目以上を
選択必修

授業区分 単位
配当
年次

公認心
理師受
験資格

科　　　目

E群より１科目以上を選択必修

C群より1科目以上を選択必修

D群より１科目以上を選択必修

段階の科目 備　　考

A群より1科目以上を選択必修

B群より１科目以上を選択必修
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大学院の履修の流れ

6．授　業

本学では、1時限の授業時間が 90 分となっています。

1時限 2時限 3時限 4時限 5時限

9：00 ～ 10：30 10：40 ～ 12：10 13：00 ～ 14：30 14：40 ～ 16：10 16：20 ～ 17：50

7．出欠席と出席の重要性

単位を修得するためには 1授業科目につき、定められた時数の出席が必要になります。なお、実習や忌引、
学校感染症で授業を欠席した場合は、公欠扱いとなります。
授業は、教員と学生が直接人間的なふれあいを通して学問する場であり、学生生活の基本となるものです。

よって、出席状況は成績評価の重要な要素になります。
なお、出席状況によっては、定期試験の受験資格がなくなる場合や、定期試験などを受験しても単位を修

得できない場合があります。

8．授業の欠席

（1）忌引（公欠扱いとなります）
近親者の死去により欠席した場合は、欠席後 1週間以内に「欠席申告届」に会葬礼状などの書類を添

付して教務課に提出してください。

忌引の範囲は次のとおりです。
①父・母 ７日
②祖父母・兄弟姉妹 ４日
③おじ・おば、甥・姪など三親等以内の親族 ２日
※休日、祝祭日、大学の休業日を含む連続した日数。

① ①

①

②

③③

③ ③

③ ③

③

②

② ② ②

②

曾
祖
父
母

　
　
祖
父
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人
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祖
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母

配
偶
者

配
偶
者

兄
弟
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兄
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伯
叔
父
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伯
叔
父
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子

　

　
孫
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孫
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姪

甥

　
姪
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2024年度入学者用

人文科学研究科臨床心理学専攻授業科目

臨床心理学特論Ⅰ 講義 ❷ 1

臨床心理学特論Ⅱ 講義 ❷ 1

臨床心理面接特論Ⅰ（心理支援に関する理論と実践Ⅰ） 講義 ❷ 1 〇

臨床心理面接特論Ⅱ 講義 ❷ 1

臨床心理査定演習Ⅰ（心理的アセスメントに関する理論と実践） 演習 ❷ 1 〇

臨床心理査定演習Ⅱ 演習 ❷ 1

臨床心理基礎実習Ⅰ 実習 ❶ 1

臨床心理基礎実習Ⅱ 実習 ❶ 1

臨床心理実習ⅠA（心理実践実習Ⅰ） 実習 ① 1 〇  臨床心理基礎実習Ⅰ

臨床心理実習ⅠB（心理実践実習Ⅱ） 実習 ① 2 〇
 臨床心理基礎実習Ⅰ・Ⅱ

 精神医学特講

臨床心理実習ⅠC（心理実践実習Ⅲ） 実習 ① 2 〇
 臨床心理基礎実習Ⅰ・Ⅱ

 精神医学特講

臨床心理実習ⅠD（心理実践実習Ⅳ） 実習 ① 2 〇  臨床心理基礎実習Ⅰ・Ⅱ

臨床心理実習ⅡA 実習 ❶ 1

臨床心理実習ⅡB 実習 ❶ 1

臨床心理実習ⅡC 実習 ❶ 2

臨床心理実習ⅡD 実習 ❶ 2

心理学研究法特講 講義 ② 1

臨床心理学研究法特講 講義 ② 1

人格心理学特講 講義 ② 1･2

認知心理学特講 講義 ② 1

社会心理学特講 講義 ② 1･2

家族心理学特講（家族関係・集団・地域社会における心理支援に
関する理論と実践Ⅰ）

講義 ② 1･2 〇

司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開 講義 ② 1･2 〇

産業・労働分野に関する理論と支援の展開 講義 ② 1･2 〇

精神医学特講（保健医療分野に関する理論と支援の展開） 講義 ② 1 〇

異常心理学特講 講義 ② 1･2

障害者心理学特講（福祉分野に関する理論と支援の展開） 講義 ② 1･2 〇

心理療法特講A 講義 ② 1･2

心理療法特講B 講義 ② 1･2

心理療法特講C（心理支援に関する理論と実践Ⅱ） 講義 ② 1･2 〇

心理療法特講D（心理支援に関する理論と実践Ⅲ） 講義 ② 1･2 〇

学校臨床心理特講（教育分野に関する理論と支援の展開） 講義 ② 1･2 〇

コミュニティ･アプローチ特講（家族関係・集団・地域社会における
心理支援に関する理論と実践Ⅱ）

講義 ② 1･2 〇

心の健康教育に関する理論と実践 講義 ② 1･2 〇

臨床心理学研究実践Ⅰ 演習 ❶ 1

臨床心理学研究実践Ⅱ 演習 ❶ 2

※単位：　●数字の科目は必修科目、〇数字の科目は選択必修科目です。

臨
 
床
 
心
 
理
 
学
 
専
 
攻
 
授
 
業
 
科
 
目

前期2コマ開講

臨床心理実習ⅠD (心理実践
実習Ⅳ)を含む2科目以上を
選択必修

授業区分 単位
配当
年次

公認心
理師受
験資格

科　　　目

E群より１科目以上を選択必修

C群より1科目以上を選択必修

D群より１科目以上を選択必修

段階の科目 備　　考

A群より1科目以上を選択必修

B群より１科目以上を選択必修
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大学院の履修の流れ

6．授　業

本学では、1時限の授業時間が 90 分となっています。

1時限 2時限 3時限 4時限 5時限

9：00 ～ 10：30 10：40 ～ 12：10 13：00 ～ 14：30 14：40 ～ 16：10 16：20 ～ 17：50

7．出欠席と出席の重要性

単位を修得するためには 1授業科目につき、定められた時数の出席が必要になります。なお、実習や忌引、
学校感染症で授業を欠席した場合は、公欠扱いとなります。
授業は、教員と学生が直接人間的なふれあいを通して学問する場であり、学生生活の基本となるものです。
よって、出席状況は成績評価の重要な要素になります。
なお、出席状況によっては、定期試験の受験資格がなくなる場合や、定期試験などを受験しても単位を修
得できない場合があります。

8．授業の欠席

（1）忌引（公欠扱いとなります）
近親者の死去により欠席した場合は、欠席後 1週間以内に「欠席申告届」に会葬礼状などの書類を添

付して教務課に提出してください。

忌引の範囲は次のとおりです。
①父・母 ７日
②祖父母・兄弟姉妹 ４日
③おじ・おば、甥・姪など三親等以内の親族 ２日
※休日、祝祭日、大学の休業日を含む連続した日数。

① ①
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（2）実習（公欠扱いとなります）
学外実習により欠席した場合は、実習担当教員の指示に従ってください。

（3）学校感染症（公欠扱いとなります）
学校保健安全法施行規則に定める感染症にかかった場合は、学内での感染拡大を防ぐために出席停止

となります。出席停止期間の授業欠席は公欠の対象となりますので、治癒後、登校可能日から原則 1週
間以内に、必要事項が記入された「学校感染症登校許可書」を教務課へ提出してください。「学校感染
症登校許可書」はKOMAJOポータルよりダウンロードまたは、「学生生活ガイド」の巻末よりA4サ
イズにコピーして使用してください。「学校感染症登校許可書」の内容に不備があると受理できない場
合があります。公欠申請手続きの詳細は、KOMAJOポータルの掲示を確認してください。

学校感染症の種類（学校保健安全法施行規則第 18 条より抜粋）
第一種　 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッ

サ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属
SARS コロナウイルスによるものに限る）、中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイル
ス属MERSコロナウイルスであるものに限る）、特定鳥インフルエンザ（感染症の予防および
感染症患者に対する医療に関する法律に規定する特定鳥インフルエンザ）および新型インフル
エンザ等感染症

第二種　 インフルエンザ（特定鳥インフルエンザおよび新型インフルエンザ等感染症を除く）、百日咳、
麻疹（はしか）、流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）、風疹（3日ばしか）、水痘（水ぼうそう）、
咽頭結膜熱（プール熱）、結核、髄膜炎菌性髄膜炎、新型コロナウイルス感染症（病原体がベー
タコロナウイルス属のコロナウイルスであるものに限る）

第三種　 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急
性出血性結膜炎、溶連菌感染症、伝染性単核球症（ウイルス性肝炎）、マイコプラズマ感染症、
流行性嘔吐下痢症（感染性胃腸炎）など

（4）就職活動（原則公欠扱いではありません）
就職活動のために欠席する（した）場合は、原則公欠扱いにはなりません。出欠の扱いについては授

業担当教員へ相談してください。

（5）その他やむを得ない事情で欠席する（した）場合は、学生支援課へ相談してください。

9．休　講

担当教員がやむを得ず授業を休む場合は、KOMAJOポータルおよび電子掲示板により連絡します。
休講の知らせがなく、30 分経過しても教員が来ない場合は、教務課に連絡して指示を受けてください。
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大学院の履修の流れ

10．補　講

補講は、休講などにより授業の十分な進度が得られない場合に行われるもので、正規の授業です。通常は、
補講期間（KOMAJOポータルのスケジュール参照）に実施しますが、それ以外にも行われる場合があるので、
つねに掲示を確認してください。

11．学生による授業評価

本学では、よりよい授業の実施のため、学生による授業評価を実施しています。
評価は科目ごとのアンケート形式で、期間を定めてKOMAJO ポータルを通じて実施しています。自由

記述欄には授業の良かった点や意見、要望などについて記述してください。
アンケートは無記名方式で行うので、個人が特定されることや、成績などの評価に反映されることは一切

ありません。あなたの感じたことを率直に答えてください。

12．授業科目履修上の注意

（1）履修の登録をしていない授業科目は受講することができません。
（2）同一の時間内に 2つ以上の授業科目を履修することはできません。
（3）段階の科目とは、前提となる科目の取得がその科目の履修に必要となる科目です。

13．成績評価

履修した授業科目の成績評価は、試験（筆記試験、論文、レポート、口述試験など）により行います。
成績評価（点数）については次の表によります。

評価（点数） 100 ～ 90 点 89 ～ 80 点 79 ～ 70 点 69 ～ 60 点 59 点以下
成 績 評 価 秀 優 良 可 不可
単 位 認 定 合　　格 不合格

授業に出席不良の者は試験を受験することができません。

14．修士論文について

（1） 1 年次の指定された日時までに、研究計画書を提出してください。研究指導教員はこの研究計画書に
基づいて決定します。

（2） 2 年次の指定された日時までに、研究指導教員の承認印を得て、修士論文題目届を提出してください。
（3） 修士論文の提出は 2年次 12 月の指定された日時までとし、3年目以降に提出する場合、7月と 12 月

の指定された日時までとします。
（4）修士論文の提出は 2部（主査用・副査用）とします。
（5）（1）、（2）、（3）、（4）の提出先は教務課とします。
（6） 修士論文の審査は「駒沢女子大学大学院人文科学研究科学位論文審査規程」に基づいて行われ、評価

は合格または不合格のいずれかとします。
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（2）実習（公欠扱いとなります）
学外実習により欠席した場合は、実習担当教員の指示に従ってください。

（3）学校感染症（公欠扱いとなります）
学校保健安全法施行規則に定める感染症にかかった場合は、学内での感染拡大を防ぐために出席停止
となります。出席停止期間の授業欠席は公欠の対象となりますので、治癒後、登校可能日から原則 1週
間以内に、必要事項が記入された「学校感染症登校許可書」を教務課へ提出してください。「学校感染
症登校許可書」はKOMAJOポータルよりダウンロードまたは、「学生生活ガイド」の巻末よりA4サ
イズにコピーして使用してください。「学校感染症登校許可書」の内容に不備があると受理できない場
合があります。公欠申請手続きの詳細は、KOMAJOポータルの掲示を確認してください。

学校感染症の種類（学校保健安全法施行規則第 18 条より抜粋）
第一種　 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッ

サ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属
SARS コロナウイルスによるものに限る）、中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイル
ス属MERSコロナウイルスであるものに限る）、特定鳥インフルエンザ（感染症の予防および
感染症患者に対する医療に関する法律に規定する特定鳥インフルエンザ）および新型インフル
エンザ等感染症

第二種　 インフルエンザ（特定鳥インフルエンザおよび新型インフルエンザ等感染症を除く）、百日咳、
麻疹（はしか）、流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）、風疹（3日ばしか）、水痘（水ぼうそう）、
咽頭結膜熱（プール熱）、結核、髄膜炎菌性髄膜炎、新型コロナウイルス感染症（病原体がベー
タコロナウイルス属のコロナウイルスであるものに限る）

第三種　 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急
性出血性結膜炎、溶連菌感染症、伝染性単核球症（ウイルス性肝炎）、マイコプラズマ感染症、
流行性嘔吐下痢症（感染性胃腸炎）など

（4）就職活動（原則公欠扱いではありません）
就職活動のために欠席する（した）場合は、原則公欠扱いにはなりません。出欠の扱いについては授
業担当教員へ相談してください。

（5）その他やむを得ない事情で欠席する（した）場合は、学生支援課へ相談してください。

9．休　講

担当教員がやむを得ず授業を休む場合は、KOMAJOポータルおよび電子掲示板により連絡します。
休講の知らせがなく、30 分経過しても教員が来ない場合は、教務課に連絡して指示を受けてください。
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10．補　講

補講は、休講などにより授業の十分な進度が得られない場合に行われるもので、正規の授業です。通常は、
補講期間（KOMAJOポータルのスケジュール参照）に実施しますが、それ以外にも行われる場合があるので、
つねに掲示を確認してください。

11．学生による授業評価

本学では、よりよい授業の実施のため、学生による授業評価を実施しています。
評価は科目ごとのアンケート形式で、期間を定めてKOMAJO ポータルを通じて実施しています。自由
記述欄には授業の良かった点や意見、要望などについて記述してください。
アンケートは無記名方式で行うので、個人が特定されることや、成績などの評価に反映されることは一切
ありません。あなたの感じたことを率直に答えてください。

12．授業科目履修上の注意

（1）履修の登録をしていない授業科目は受講することができません。
（2）同一の時間内に 2つ以上の授業科目を履修することはできません。
（3）段階の科目とは、前提となる科目の取得がその科目の履修に必要となる科目です。

13．成績評価

履修した授業科目の成績評価は、試験（筆記試験、論文、レポート、口述試験など）により行います。
成績評価（点数）については次の表によります。

評価（点数） 100 ～ 90 点 89 ～ 80 点 79 ～ 70 点 69 ～ 60 点 59 点以下
成 績 評 価 秀 優 良 可 不可
単 位 認 定 合　　格 不合格

授業に出席不良の者は試験を受験することができません。

14．修士論文について

（1） 1 年次の指定された日時までに、研究計画書を提出してください。研究指導教員はこの研究計画書に
基づいて決定します。

（2） 2 年次の指定された日時までに、研究指導教員の承認印を得て、修士論文題目届を提出してください。
（3） 修士論文の提出は 2年次 12 月の指定された日時までとし、3年目以降に提出する場合、7月と 12 月

の指定された日時までとします。
（4）修士論文の提出は 2部（主査用・副査用）とします。
（5）（1）、（2）、（3）、（4）の提出先は教務課とします。
（6） 修士論文の審査は「駒沢女子大学大学院人文科学研究科学位論文審査規程」に基づいて行われ、評価

は合格または不合格のいずれかとします。
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15．修士論文執筆要項

（仏教文化専攻）
（1）原稿はワープロソフトで作成してください（手書き不可）。
（2）用紙サイズはA4版とし、1頁の字数は縦書きは 32 行× 25 字、横書きは 32 字× 25 行としてください。
（3） フォントサイズ 12 ポイントで入力してください。
（4）修士論文の構成は、表紙、目次、本文（40,000 字以上）、註・参考文献、裏表紙とします。
（5） 引用もしくは参照した論文の著者、出典、発行年、また引用した資料の出典、発行年などは、註で明

示してください。
（6）修士論文は市販のファイルで綴じてください。
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（臨床心理学専攻）
（1）原稿はワープロソフトで作成してください（手書き不可）。
（2）用紙サイズはA4版とし、1頁の字数は 32 字× 25 行（800 字）としてください。
（3）フォントサイズ 12 ポイントで入力し、横書きとします。
（4）修士論文の構成は、表紙、中扉、論文要旨、目次、本文（50 頁程度）、文献、裏表紙とします。
（5） 文献の表記および上記以外の執筆については、「心理学研究　執筆・投稿の手引き」（日本心理学会発

行の最新版）に準拠してください。
（6）修士論文は市販のファイルで綴じてください。
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（5） 引用もしくは参照した論文の著者、出典、発行年、また引用した資料の出典、発行年などは、註で明

示してください。
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（臨床心理学専攻）
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（5） 文献の表記および上記以外の執筆については、「心理学研究　執筆・投稿の手引き」（日本心理学会発
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16．修士論文審査基準

（1）研究テーマ
①研究テーマが学術的・社会的意義をふまえ適切に設定されているか。

（2）研究方法
①研究テーマに関する先行研究について十分に理解したうえで、問題設定が適切になされているか。
②立論に必要な資料やデータの収集が適切に行われているか。また、得られた資料やデータの処理・
分析が適切に行われているか。

（3）研究成果
①論文の結論においてオリジナリティが認められるか。
②論文の章立てや展開が論理的になされ、論旨が適切に提示されているか。
③目次・引用・注記・図表などについて、学術論文としての体裁が整えられているか。

（4）倫理的配慮
①研究方法や研究対象に関して倫理的配慮がなされているか。
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大学院の履修の流れ

17．公認心理師の受験資格の取得について

公認心理師は、心理学に関する専門的知識および技術をもって心理支援などを行う国家資格（主務大臣は
文部科学大臣および厚生労働大臣）です。
本大学院臨床心理学専攻修士課程では、2018 年度より、公認心理師となるために必要であると定められ

た大学院科目に対応したカリキュラムを開講しています。
（1） 国の示すカリキュラムに対応して、本大学院では下表の科目を設定しています。本大学院の 2018 年

度以降入学者が公認心理師の国家試験の受験資格を得るためには、下表の 1～ 10 にあたる 16 科目（①
～⑯）すべてを履修し、単位を取得する必要があります。ただし、受験資格を得るためには、大学院
だけでなく、学部での指定科目の単位取得も必要であり、その資格を充たしているかどうかについて
は、各自出身大学で確認してください。

大学院で必要な科目名
（文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの）

対応する本学臨床心理学専攻の科目名

1 保健医療分野に関する理論と支援の展開 ①　精神医学特講（保健医療分野に関する理論と支援の展開）

2 福祉分野に関する理論と支援の展開 ②　障害者心理学特講（福祉分野に関する理論と支援の展開）

3 教育分野に関する理論と支援の展開 ③　学校臨床心理特講（教育分野に関する理論と支援の展開）

4 司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開 ④　司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開

5 産業・労働分野に関する理論と支援の展開 ⑤　産業・労働分野に関する理論と支援の展開

6 心理的アセスメントに関する理論と実践 ⑥　 臨床心理査定演習Ⅰ（心理的アセスメントに関する理論と実
践）

7 心理支援に関する理論と実践 ⑦　臨床心理面接特論Ⅰ（心理支援に関する理論と実践Ⅰ）
⑧　心理療法特講C（心理支援に関する理論と実践Ⅱ）
⑨　心理療法特講D（心理支援に関する理論と実践Ⅲ）

8 家族関係・集団・地域社会における 
心理支援に関する理論と実践

⑩　 家族心理学特講（家族関係・集団・地域社会における心理支
援に関する理論と実践Ⅰ）

⑪　 コミュニティ・アプローチ特講（家族関係・集団・地域社会
における心理支援に関する理論と実践Ⅱ）

9 心の健康教育に関する理論と実践 ⑫　心の健康教育に関する理論と実践

10 心理実践実習 ⑬　臨床心理実習ⅠA（心理実践実習Ⅰ）
⑭　臨床心理実習ⅠB（心理実践実習Ⅱ）
⑮　臨床心理実習ⅠC（心理実践実習Ⅲ）
⑯　臨床心理実習ⅠD（心理実践実習Ⅳ）

（2） 臨床心理実習ⅠA～D（心理実践実習Ⅰ～Ⅳ）においては、学内施設および主要 5分野のうち 3分
野の学外施設での実習を行います。実習は 450 時間以上、うち、担当ケースに関する実習の時間が
270 時間以上必要とされています。実習分野・機関、実習時間、実習内容などについて、毎回必ず実
習日誌をつけて管理しなければなりません。
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18．臨床心理士の受験資格の取得について

臨床心理士は、文部科学省所管の公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会（以下、認定協会という）が
認定する臨床心理業務にかかわる公的資格です。
本大学院臨床心理学専攻修士課程は、臨床心理士養成の第 1種指定校として認定協会より 2003 年に認定
を受け、開設されました。

（1）認定協会の示すカリキュラムにのっとって、本大学院では、以下のような科目を設定しています。
①必修科目・単位
2024 年度入学者
　臨床心理学特論Ⅰ・Ⅱ ………… ………………………………………………4単位
　臨床心理面接特論Ⅰ（心理支援に関する理論と実践Ⅰ）・Ⅱ ……………4単位
　臨床心理査定演習Ⅰ（心理的アセスメントに関する理論と実践）・Ⅱ …4 単位
　臨床心理基礎実習Ⅰ・Ⅱ ……… ………………………………………………2単位
　臨床心理実習ⅠA～D（心理実践実習Ⅰ～Ⅳ） ……………………………2単位（90 時間）
　臨床心理実習ⅡA～D ……… ………………………………………………4単位

②選択必修科目群
　前項①に定める必修科目以外の臨床心理学またはその近接領域に関連する授業科目（実習を含む）
は、実習、および、以下のA～ E群の領域に関連する科目とします。
2024 年度入学者
　臨床心理実習ⅠA～D（心理実践実習Ⅰ～Ⅳ）のうち、 
　ⅠD（心理実践実習Ⅳ）を含む 2科目以上……………………………………2単位（90 時間）以上
　A群　心理学研究法特講、臨床心理学研究法特講
　B群　人格心理学特講、認知心理学特講
　C群　 社会心理学特講、家族心理学特講（家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する

理論と実践Ⅰ）
　D群　 精神医学特講（保健医療分野に関する理論と支援の展開）、異常心理学特講、障害者心理

学特講（福祉分野に関する理論と支援の展開）
　E群　心理療法特講A～ B

（2） 指定された大学院研究科専攻・課程（コース・領域）は、以下の各号を充たす院生に対し、資格認定
のための受験資格に関する証明書を発行することができます。
①必修科目から 6科目 20 単位、必修選択科目群（A、B、C、D、E）からそれぞれ 2単位以上、計
10 単位以上、合計 26 単位以上を修得していること。

②修士論文のテーマと内容が臨床心理学に関連するものであること。
③当該指定修士課程を修了した者。

臨床心理士の受験資格を取得しようとする場合には、とくに、上記（2）の①、②に留意してください。
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大学院の履修の流れ

19．シラバスについて

シラバスはKOMAJOポータルで確認することができます。
1　科目分類
科目分類は、各科目の概要を 8桁の数字で示したものです。
①②③ ─④⑤⑥ ─⑦⑧

① 10000000 の位【学部】
1 人間総合学群
2 人間健康学部
3 看護学部
4 大学院人文科学研究科

② 1000000 の位【学類・学科】
0 学類・学科にかかわらない（注：人間総合学群教養科目・大学院）
1 人間文化学類／健康栄養学科／看護学科
2 観光文化学類
3 心理学類
4 住空間デザイン学類

③ 100000 の位【専攻・コース】
0 専攻・コースにかかわらない
1 日本文化専攻／コースA （住空間）／仏教文化専攻
2 人間関係専攻／コースB （住空間）／臨床心理学専攻
3 英語コミュニケーション専攻

（ハイフン）

④ 10000 の位【種別】
1 教養教育科目
2 専門基礎科目
3 専門教育科目（注：人間総合）／専門科目（注：人間健康・看護。人間健康の「臨床心理関連科目」も）
4 資格科目（修了所要単位に含まれない）
5 その他の科目（注：現状で実際には該当科目はない）

⑤ 1000 の位【必・選】（修了所要単位）
1 必修科目
2 選択必修科目
3 選択科目

⑥ 100 の位【資格】
0 資格取得には関わらない
1 何らかの資格取得に関わる

（ハイフン）

⑦ 10 の位【区分】
1 講義
2 演習・実習・実技（注：人間総合）／演習・実習・実験（注：人間健康）／演習（注：看護・大学院）
3 実習・実験（注：人間健康）／実習（注：看護学部・大学院）

⑧ 1 の位【段階】
1 1 年次から履修可能
2 2 年次から履修可能
3 3 年次から履修可能
4 4 年次から履修可能
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【科目分類の例】

100─110─11 人間総合学群・全・全─教養教育科目・必修科目・資格に関わらない─
講義科目・1年次以降
⇒基礎ゼミ・仏教学など

111─331─12 人間総合学群・人間文化学類・日本文化専攻─専門教育科目・選択科目・資格に関わる─
講義科目・2年次以降
⇒古典文学概論・日本語学概論Ⅰなど

130─331─13 人間総合学群・心理学類・専攻なし─専門教育科目・選択科目・資格に関わる─
講義科目・3年次以降
⇒公認心理師の職責など

210─211─32 人間健康学部・健康栄養学科・専攻なし─専門基礎科目・必修科目・資格に関わる─
実験・実習科目・2年次以降
⇒食品学実験Ⅰ・Ⅱなど

310─311─23 看護学部・看護学科・専攻なし─専門科目・必修科目・資格に関わる─
演習科目・3年次以降
⇒小児看護学方法論など

2　学修指針
学修指針は、本学のディプロマ・ポリシーに基づき設定されています。
この学修指針には 2つの役割があります。1つは、各授業がどのような力を育成することを主な目的とし
ているかを学生が判断するための指針という役割です。もう 1つは、各専攻のカリキュラムが学生の能力を
偏りなく育成することができるように設定されているかを大学が検証するための指針という役割です。
履修科目の選択の判断材料として有意義に活用してください。
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大学院の履修の流れ

カリキュラムマップ
大学院　仏教文化専攻　カリキュラムマップ

ディプロマポリシー

日本の仏教文化に関する総合的な
知識と、高度な問題意識を有する
人材の育成。

仏教文化の専門領域において、創
造的研究を進めていくことのでき
る能力の育成。

仏教文化に関す
る研究成果を広
く社会に発信で
きる人材の養
成。

学年 学修指針 総合力 判断力 専門力 技術力 実践力

仏
教
文
化
専
攻
授
業
科
目

1 日本文化史 ◎ △ 〇
1 日本文化論 ◎ △ 〇
1・2 仏教文化特殊講義 ◎ 〇 △
1・2 仏教文化演習 △ 〇 ◎ 〇
1・2 仏典講読 ◎ 〇 △
1・2 日本文化論特殊講義 ◎ 〇 △
1・2 日本文化論演習 △ 〇 ◎ 〇
1・2 古典講読 ◎ 〇 △
1・2 日本美術史特殊講義 ◎ 〇 △
1・2 日本美術史演習 △ 〇 ◎ 〇
1・2 日本文化史演習 △ 〇 ◎ 〇
1・2 古典文学特殊講義 ◎ 〇 △
1・2 古典文学演習 △ 〇 ◎ 〇
1・2 日本文化史特殊講義A ◎ 〇 △
1・2 日本文化史特殊講義B ◎ 〇 △
1・2 哲学特殊講義 ◎ 〇 △
1・2 比較文化特殊講義Ⅰ ◎ 〇 △
1・2 比較文化特殊講義Ⅱ ◎ 〇 △
1・2 日本文化実習 △ 〇 ◎
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大学院　臨床心理学専攻　カリキュラムマップ

ディプロマポリシー

心理学に関する総合的知識、及び高
度な問題意識を有する人材の育成。

心理に関する支援を要する者に対し
て、観察、分析を行い、相談に応じ、
助言、指導その他の援助ができる実
践力、及び技術力の養成。

心理学の領域を
活 か し、 研 究、
及び社会で活躍
できるための専
門力の養成。

学年 学修指針 総合力 判断力 実践力 技術力 専門力

臨
床
心
理
学
専
攻
授
業
科
目

1 臨床心理学特論Ⅰ ○ ○ ◎ △
1 臨床心理学特論Ⅱ ○ ○ ◎ △
1 臨床心理面接特論Ⅱ △ ◎ ○ ○

1 臨床心理面接特論Ⅰ（心理支
援に関する理論と実践Ⅰ） △ ◎ ○ ○

1 臨床心理査定演習Ⅰ（心理的アセ
スメントに関する理論と実践） △ ◎ ○ ○

1 臨床心理査定演習Ⅱ △ ◎ ○ ○
1 臨床心理基礎実習 △ ○ ○ ◎

1 臨床心理実習ⅠA
（心理実践実習Ⅰ） △ ○ ○ ◎

2 臨床心理実習ⅠB
（心理実践実習Ⅱ） △ ○ ○ ◎

2 臨床心理実習ⅠC
（心理実践実習Ⅲ） △ ○ ○ ◎

1 臨床心理実習ⅠD
（心理実践実習Ⅳ） △ ○ ○ ◎

1 臨床心理実習ⅡA △ ○ ○ ◎
1 臨床心理実習ⅡB △ ○ ○ ◎
2 臨床心理実習ⅡC △ ○ ○ ◎
2 臨床心理実習ⅡD △ ○ ○ ◎
1 心理学研究法特講 △ ◎ ○ ○
1 臨床心理学研究法特講 △ ◎ ○ ○
1・2 人格心理学特講 ○ ◎ △
1 認知心理学特講 ○ ◎ △
1・2 社会心理学特講 ○ ◎ △ ○

1・2
家族心理学特講（家族関係・
集団・地域社会における心理
支援に関する理論と実践Ⅰ）

○ ◎ △

1 司法・犯罪分野に関する
理論と支援の展開 ○ ◎ △

1・2 産業・労働分野に関する
理論と支援の展開 ○ ◎ △

1・2 精神医学特講（保健医療分野
に関する理論と支援の展開） ○ ◎ △

1・2 異常心理学特講 ○ ◎ △

1・2 障害者心理学特講（福祉分野
に関する理論と支援の展開） ○ ◎ △

1・2 心理療法特講A △ ◎ ○ ○
1・2 心理療法特講B △ ◎ ○ ○

1・2 心理療法特講 C（心理支援
に関する理論と実践Ⅱ） △ ◎ ○ ○

1・2 心理療法特講 D（心理支援
に関する理論と実践Ⅲ） △ ◎ ○ ○

1・2 学校臨床心理特講（教育分野
に関する理論と支援の展開） ○ ◎ △

1・2

コミュニティ ･ アプローチ特
講（家族関係・集団・地域社
会における心理支援に関する
理論と実践Ⅱ）

○ ◎ △ ○

1・2 心の健康教育に関する理
論と実践 ○ ◎ △

1 臨床心理学研究実践Ⅰ △ ○ ○ ◎
2 臨床心理学研究実践Ⅱ △ ○ ○ ◎
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学　則

学　則

第 章　　　 　　

（目 ）

第 条

第 条

第 条

第 章　　　 　　

第 条

2

3

1

2

3

第 条

第 条

2

2

第 条

第 章　　　

第 条

第 条

（ 研究 ）

本学大学院に、 研究 （ 、 とい 。）を く。

に する は、別に定める。

第 条の2

本学大学院に 部を く。

（ ）

本学大学院は、 238 に く。

本学大学院は、 の すなわ 正 行学一 を 学の とする を ま 、
い を有し 間 たかな を 成するとともに、 れ れの 分 における

研究を な を要する 業等に必要な を ことを目 とする。

に する 定は別に定める。

（ 除）

本学大学院に、学長、研究科長、 部長、 授、 授、講 、 、 手、 の 必要な 員
を く。

の研究科に、次の を く。

本学の大学院に、 科学研究科修 を く。

（ ）

本学大学院は、 大学大学院と する。

（研究科 ）

理学

理学 は、 理学の を 授し、 理 の を できる公
認 理 理 等の 業 を 成することを目 とする。

は、 に する と研究 を 授し、 について
会に できる を 成する。

科学研究科は、 科学の における い学 と研究 を 授し、 分 にお
ける研究 を た 及び 業 に わしい を た を 成する
ことを目 とする。

の研究科及び の の目 を の に定める。

（定員）

条の の定員は次のとおりとする。

理学

入学定員

10

5

定員

20

10

（ ）

（部の設 ）

本学大学院に、 を く。

（ 員）

（ 員）
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第10条

2

第11条

2

3

第12条

1

2

3

2

第 章　　　 及び

第13条

2

第14条

第15条

1

2

3

4

5

2

第 章　　　修

第16条

2

第17条

本学における1年間の授業 間は35 とする。

学年は、4月1日に まり、 年3月31日に わる。

の 定にかかわらず、 においては、入学 に修了年限を た期間にわたる履修
（ 長期履修 とい 。）を する者があるときは、研究科委員会において 学生の学
意 を 合 に し、学長等が 学を認めることができる。

研究科委員会の 等に する事 は、別に定める。

（研究科委員会）

研究科委員会は、学長、研究科長、 授、 授、 講 をも て する。

学年）

学期）

に る事 の か、 研究に する 要な事 で、研究科委員会の意見を聴く
ことを必要として学長が定める事

員 授に する事 は、別に定める。

本学大学院に、 員 授を くことができる。

（ 員 授）

（研究科委員会 り い事 ）

研究科委員会は、学長が次に る事 について 定を行 に り意見を ることができる。

研究科委員会は、 に 定する事 の か、学長及び研究科長 の 研究科委員会が かれる
の長（ この において 学長等 とい 。）がつか る 研究に わる事 について

議し、及び学長等の めに 、意見を ることができる。

第一学期

本学大学院に、研究科委員会を く。

4月1日から9月19日まで

の休日に する （ 和23年 第178 ）に する日

学年を次の二学期に分ける。

学 の授

学生の入学、 業及び の修了

休業　3月11日から3月31日まで

日 日

9月20日から 年3月31日まで第二学期

休業日は次の のとおりとする。

休業日）

休業　12月21日から 年1月7日まで

休業　8月1日から9月19日まで

（修了年限）

（ 学年限）

本学大学院の修業年限は、2年とする。

必要がある場合、学長は、 の休業日を に すること、又は の休業日を定めることが
できる。

学生は、4年を て 学することができない。
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学　則

第 章　　　 　　

第18条

第19条

1

2

3

4

5

6

7

第20条

2

第20条の2

2 長期履修学生に して必要な事 は別に定める。

第21条

2

第 章　　　 及び履修

第22条

8

16

6

30

理学

20

12

32

2

第23条

の 本学大学院において、大学を 業した者と 等 の学 があると認めた者

本学大学院において、 別の入学資格 に り、大学を 業した者と 等 の学 が
あると認めた者で、22 に している者

入学資格）

（入学 ）

（授業科目の 分）

（授業科目の 等）

科目

合　　

の 定に らず、修 に合格しなければ修了することはできないものとする。

合　　

必修科目

　　分

　 　数

長期履修に る入学を する者は、 条の 、長期履修の期間と の間の研究 及び履修
を した を提出しなければならない。

条の授業科目の 、 数、年次 及び履修 は、別 第 に るとおりとする。

大学に3年 学し、又は において学 における15年の を修了し、本学大学
院において、所定の を れた成 をも て修得したと認めた者

本学大学院に入学することのできる者は、次の の一に する者とする。

において学 における16年の を修了した者

学 授 から学 の学 を授 れた者

部科学大 の 定した者

学 第83条に定める大学を 業した者

（入学の 期）

本学大学院の入学の 期は、学年の めとする。

本学大学院 の入学を する者は、入学 を、所定の入学 定料及び出 大学長から提出 れ
る成 を て、提出しなければならない。

の入学 者については、別に定める 大学大学院入学者 に り を行 。

　 　数

必修科目

本学大学院における授業科目は、必修科目、 必修科目、 科目とし、修了に必要な は次
のとおりとする。

　　分

必修科目

必修科目

（長期履修 ）

入学手続）

学長は、 の手続を完了した者に、入学を許可する。

条の の に き合格の を受けた者は、所定の期日までに、別の定めるとこ に い
手続を完了しなければならない。

科目
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合　　

必修科目

　　分

　 　数

長期履修に る入学を する者は、 条の 、長期履修の期間と の間の研究 及び履修
を した を提出しなければならない。

条の授業科目の 、 数、年次 及び履修 は、別 第 に るとおりとする。

大学に3年 学し、又は において学 における15年の を修了し、本学大学
院において、所定の を れた成 をも て修得したと認めた者

本学大学院に入学することのできる者は、次の の一に する者とする。

において学 における16年の を修了した者

学 授 から学 の学 を授 れた者

部科学大 の 定した者

学 第83条に定める大学を 業した者

（入学の 期）

本学大学院の入学の 期は、学年の めとする。

本学大学院 の入学を する者は、入学 を、所定の入学 定料及び出 大学長から提出 れ
る成 を て、提出しなければならない。

の入学 者については、別に定める 大学大学院入学者 に り を行 。

　 　数

必修科目

本学大学院における授業科目は、必修科目、 必修科目、 科目とし、修了に必要な は次
のとおりとする。

　　分

必修科目

必修科目

（長期履修 ）

入学手続）

学長は、 の手続を完了した者に、入学を許可する。

条の の に き合格の を受けた者は、所定の期日までに、別の定めるとこ に い
手続を完了しなければならない。

科目
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第24条

第25条

2

1

2

第 章　　　 及び

）

第26条

第27条

第28条

2

3

第29条

第30条

第 章　　　修 及び

第31条

第32条

1

2

3

第33条

休学又は 学の期間中は、 を受けることができない。

学費及び必要な手数料を納入していない者は、 を受けることができない。

（公認 理 受 資格）

第25条の2 公認 理 の受 資格を得 とする者は、大学院 科学研究科 理学 の修了に必要な
の かに、公認 理 、 施行 則に定める所定の科目を履修し、 を修得しなければ

ならない。

（受 の条 ）

（履修手続）

は、学年 において行 。ただし、必要があると認めるときは、 の の 期においても行
ことができる。

は、 又は に るものとする。ただし、 の提出 の の に ることができる。

授業科目の 数は、授業 間 に必要な学修等を して、次の に り する。ただ
し、出席しなければならない 間数の3分の1 席したものは、 を 得できないことがあ
る。

履修した科目の に合格した者は、 科目の履修を修了したと認められた所定の が ら
れる。

学生は、 学年の めに、学費を納入し、 の学年で履修し とする授業科目について、 定
れた期限までに履修届を提出の 、履修しなければならない。

（ 得）

は、履修した授業科目でなければ、受けることができない。

の期日）

講 及び については、 1 間15 の授業をも て1 とする。ただし、 科目
に ては、 2 間15 の授業をも て1 とすることができる。

については、 2 間15 の授業をも て1 とする。ただし、授業科目に て
は、 3 間15 の授業をも て1 とすることができる。

条の 定に り修了した者は、 の場合修 （ 学）、 理学 の場合修
理学 と することができる。

（成 の ）

修 の に合格すること

修了に必要な を修得していること

2年 学すること

修了の要 は、次の に定めるとおりにする。

（修了の要 ）

（学 の ）

の成 の は 学年 とし、 類をも て学生に する。

（修了に必要な ）

（成 の ）

成 は、 、 、 、可、不可とし、 、 、 、可を合格、不可を不合格とする。

修了に必要な は、 が30 、 理学 が32 とする。
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学　則

第10章　　　 及び

第34条

2

3

4

5

第35条

第36条

第37条

1

2

3

4

第11章　　　 　　

第38条

第39条

2

3

1

2

3

4

第12章　　　 等

第40条

第41条

1

2

休学した者は、休学の事 が したときは、 と の 学 を提出し、研究科委員会の議
を経て、学年又は学期の めに 学することができる。

第17条の 定は、休学した者にも する。

休学の期間は、 して2年を ることができない。休学期間は、 学年数に 入しない。

休学の事 が しない者は、許可を受けて 続き1学期休学することができる。

（休　学）

の を得ない事 に り2 月 修学することができない者は、 の理 を付して、
と の休学 を提出し、休学の許可を受け、 の学期の わりまで休学することができ

る。

入生で、 定 れた期間までに履修届を提出しない者、 の 本学大学院において修学
する意 がないと認められる者

一 退学した者が 入学し とする場合は、 の 許可することがある。

次の の一に する者は、除籍する。

費

維持費

授業料

学費

第1 の退学 分は、次のいずれかに する者に してでなければ行 ことができない。

（除　籍）

を受けた 納学費を、 定 れた期日までに納入しない者

入学金

本学大学院の入学金及び学費は、次のとおりとし、 の納入額は別 第2 3に るとおりとす
る。ただし、 費については別 する。

の 分は、行 の 、 の必要を してな なければならない。

本学大学院の 定に し、又は学生としての本分に する行 をした者に して、学長は、研究
科委員会の議を経て、 、 学又は退学の 分をすることができる。

本学大学院の学生として に する行 があ た者に して、学長は、研究科委員会の議を経
て、 することができる。

（ 除）

第17条の 定に る 学できる年数を る者

（ 　 ）

（ 　 ）

（ 入学）

退学し とする者は、 の理 を付して、 との の退学届に学生 を て、手続しな
ければならない。

（退　学）

正 な理 がなく出席の でない者

学業を り修業の見 がないと認められる者

行不 にして改 の見 がないと認められる者

（入学 定料）

（学　費）

本学大学院 の入学を する者は、別 第2に る入学 定料を納めなければならない。

本学大学院の を し、本学則に し、学生の本分に する行 をした者
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第24条

第25条

2

1

2

第 章　　　 及び

）

第26条

第27条

第28条

2

3

第29条

第30条

第 章　　　修 及び

第31条

第32条

1

2

3

第33条

休学又は 学の期間中は、 を受けることができない。

学費及び必要な手数料を納入していない者は、 を受けることができない。

（公認 理 受 資格）

第25条の2 公認 理 の受 資格を得 とする者は、大学院 科学研究科 理学 の修了に必要な
の かに、公認 理 、 施行 則に定める所定の科目を履修し、 を修得しなければ

ならない。

（受 の条 ）

（履修手続）

は、学年 において行 。ただし、必要があると認めるときは、 の の 期においても行
ことができる。

は、 又は に るものとする。ただし、 の提出 の の に ることができる。

授業科目の 数は、授業 間 に必要な学修等を して、次の に り する。ただ
し、出席しなければならない 間数の3分の1 席したものは、 を 得できないことがあ
る。

履修した科目の に合格した者は、 科目の履修を修了したと認められた所定の が ら
れる。

学生は、 学年の めに、学費を納入し、 の学年で履修し とする授業科目について、 定
れた期限までに履修届を提出の 、履修しなければならない。

（ 得）

は、履修した授業科目でなければ、受けることができない。

の期日）

講 及び については、 1 間15 の授業をも て1 とする。ただし、 科目
に ては、 2 間15 の授業をも て1 とすることができる。

については、 2 間15 の授業をも て1 とする。ただし、授業科目に て
は、 3 間15 の授業をも て1 とすることができる。

条の 定に り修了した者は、 の場合修 （ 学）、 理学 の場合修
理学 と することができる。

（成 の ）

修 の に合格すること

修了に必要な を修得していること

2年 学すること

修了の要 は、次の に定めるとおりにする。

（修了の要 ）

（学 の ）

の成 の は 学年 とし、 類をも て学生に する。

（修了に必要な ）

（成 の ）

成 は、 、 、 、可、不可とし、 、 、 、可を合格、不可を不合格とする。

修了に必要な は、 が30 、 理学 が32 とする。
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学　則

第10章　　　 及び

第34条

2

3

4

5

第35条

第36条

第37条

1

2

3

4

第11章　　　 　　

第38条

第39条

2

3

1

2

3

4

第12章　　　 等

第40条

第41条

1

2

休学した者は、休学の事 が したときは、 と の 学 を提出し、研究科委員会の議
を経て、学年又は学期の めに 学することができる。

第17条の 定は、休学した者にも する。

休学の期間は、 して2年を ることができない。休学期間は、 学年数に 入しない。

休学の事 が しない者は、許可を受けて 続き1学期休学することができる。

（休　学）

の を得ない事 に り2 月 修学することができない者は、 の理 を付して、
と の休学 を提出し、休学の許可を受け、 の学期の わりまで休学することができ

る。

入生で、 定 れた期間までに履修届を提出しない者、 の 本学大学院において修学
する意 がないと認められる者

一 退学した者が 入学し とする場合は、 の 許可することがある。

次の の一に する者は、除籍する。

費

維持費

授業料

学費

第1 の退学 分は、次のいずれかに する者に してでなければ行 ことができない。

（除　籍）

を受けた 納学費を、 定 れた期日までに納入しない者

入学金

本学大学院の入学金及び学費は、次のとおりとし、 の納入額は別 第2 3に るとおりとす
る。ただし、 費については別 する。

の 分は、行 の 、 の必要を してな なければならない。

本学大学院の 定に し、又は学生としての本分に する行 をした者に して、学長は、研究
科委員会の議を経て、 、 学又は退学の 分をすることができる。

本学大学院の学生として に する行 があ た者に して、学長は、研究科委員会の議を経
て、 することができる。

（ 除）

第17条の 定に る 学できる年数を る者

（ 　 ）

（ 　 ）

（ 入学）

退学し とする者は、 の理 を付して、 との の退学届に学生 を て、手続しな
ければならない。

（退　学）

正 な理 がなく出席の でない者

学業を り修業の見 がないと認められる者

行不 にして改 の見 がないと認められる者

（入学 定料）

（学　費）

本学大学院 の入学を する者は、別 第2に る入学 定料を納めなければならない。

本学大学院の を し、本学則に し、学生の本分に する行 をした者
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第42条

第43条

2

第44条

第45条

第13章　　　科目等履修生及び公開講座

第46条

2

3

第47条

第14章　　　改　　正

第48条

附　則 この学則は、平成14年4月1日から施行する。

附　則 この学則は、平成15年4月1日から施行する。

附　則 この学則は、平成16年4月1日から施行する。

附　則 この学則は、平成17年4月1日から施行する。

附　則 この学則は、平成18年4月1日から施行する。

附　則 この学則は、平成19年4月1日から施行する。

附　則 この学則は、平成22年4月1日から施行する。

附　則 この学則は、平成25年4月1日から施行する。

附　則 この学則は、平成26年7月1日から施行する。

附　則 この学則は、平成27年4月1日から施行する。

附　則 この学則は、平成28年4月1日から施行する。

附　則 この学則は、平成29年4月1日から施行する。

附　則 この学則は、平成30年4月1日から施行する。

附　則 この学則は、平成31年4月1日から施行する。

附　則 この学則は、令和2年12月19日から施行する。

附　則 この学則は、令和4年4月1日から施行する。

（科目等履修生）

（公開講座）

（改　正）

本学大学院は、研究科委員会の議を経て、科目等履修生の履修を許可することがある。

この学則の改正は、研究科委員会の意見を聴き、学長が理事会の承認を得なければならない。

本学大学院において、公開講座を開設することがある。

科目等履修生の履修資格等については、別に定める。

科目等履修生は、本学大学院開設の授業科目を履修することができる。

手数料の種類及び納入額については、別に定める。

納入した授業料等は、原則として返還しない。ただし、入学手続を完了した者で所定の期日内に入
学辞退届を提出し、本学大学院が受理した者に限り入学金を除く納付金を返還する。

休学期間中の授業料は免除する。ただし、維持費は納めなければならない。

学費は出席の有無にかかわらず学籍のある間は、これを納めなければならない。ただし、理事長が
必要と認めた場合には、学費の全部又は一部を減免することができる。

（手数料）

（授業料等の不返還）

（学　費）

授業料等は、4月20日までに納めなければならない。ただし、次の二期に分けて分納することもで
きる。

（授業料）

第一期　4月20日まで

第二期　9月20日まで

33─　　─

学　則

別表第2

入学検定料・入学金

� 本学学部からの入学者に対しては入学金は2分の1とする。

別表第3　　　　

学　費（第16条第1項適用）

学　費（第16条第2項適用）

在学年限　3年

在学年限　４年

在学年限　５年

� 実習費については別途徴収する。

            30,000円入学選抜における入学検定料

入学金

維持費

720,000円授業料

150,000円

           200,000円

区　　分 年　額

区　　分 年　額

授業料 480,000円

維持費 100,000円

区　　分 年　額

授業料 360,000円

維持費 60,000円

維持費 75,000円

区　　分 年　額

授業料 288,000円
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第42条

第43条

2

第44条

第45条

第13章　　　科目等履修生及び公開講座

第46条

2

3

第47条

第14章　　　改　　正

第48条

附　則 この学則は、平成14年4月1日から施行する。

附　則 この学則は、平成15年4月1日から施行する。

附　則 この学則は、平成16年4月1日から施行する。

附　則 この学則は、平成17年4月1日から施行する。

附　則 この学則は、平成18年4月1日から施行する。

附　則 この学則は、平成19年4月1日から施行する。

附　則 この学則は、平成22年4月1日から施行する。

附　則 この学則は、平成25年4月1日から施行する。

附　則 この学則は、平成26年7月1日から施行する。

附　則 この学則は、平成27年4月1日から施行する。

附　則 この学則は、平成28年4月1日から施行する。

附　則 この学則は、平成29年4月1日から施行する。

附　則 この学則は、平成30年4月1日から施行する。

附　則 この学則は、平成31年4月1日から施行する。

附　則 この学則は、令和2年12月19日から施行する。

附　則 この学則は、令和4年4月1日から施行する。

（科目等履修生）

（公開講座）

（改　正）

本学大学院は、研究科委員会の議を経て、科目等履修生の履修を許可することがある。

この学則の改正は、研究科委員会の意見を聴き、学長が理事会の承認を得なければならない。

本学大学院において、公開講座を開設することがある。

科目等履修生の履修資格等については、別に定める。

科目等履修生は、本学大学院開設の授業科目を履修することができる。

手数料の種類及び納入額については、別に定める。

納入した授業料等は、原則として返還しない。ただし、入学手続を完了した者で所定の期日内に入
学辞退届を提出し、本学大学院が受理した者に限り入学金を除く納付金を返還する。

休学期間中の授業料は免除する。ただし、維持費は納めなければならない。

学費は出席の有無にかかわらず学籍のある間は、これを納めなければならない。ただし、理事長が
必要と認めた場合には、学費の全部又は一部を減免することができる。

（手数料）

（授業料等の不返還）

（学　費）

授業料等は、4月20日までに納めなければならない。ただし、次の二期に分けて分納することもで
きる。

（授業料）

第一期　4月20日まで

第二期　9月20日まで
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学　則

別表第2

入学検定料・入学金

� 本学学部からの入学者に対しては入学金は2分の1とする。

別表第3　　　　

学　費（第16条第1項適用）

学　費（第16条第2項適用）

在学年限　3年

在学年限　４年

在学年限　５年

� 実習費については別途徴収する。

            30,000円入学選抜における入学検定料

入学金

維持費

720,000円授業料

150,000円

           200,000円

区　　分 年　額

区　　分 年　額

授業料 480,000円

維持費 100,000円

区　　分 年　額

授業料 360,000円

維持費 60,000円

維持費 75,000円

区　　分 年　額

授業料 288,000円
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